
 鶴見区寄り添い型学習支援事業 

運営業務委託仕様書 

 

１ 趣 旨 

  本仕様書は、鶴見区寄り添い型学習支援事業の運営に関する業務の内容及び履行方法について

定める。 

 

２ 事業目的 

生活困窮者自立支援法(平成 25年 12月法律第 105号)の趣旨に基づき、生活保護世帯及び生活

困窮状態にあるなど養育環境に課題があり、支援を必要とする家庭に育つ子どもの将来の自立に

向けた基盤づくりのため、次に掲げる支援を行うことを目的とする。 

(1) 中学生に対する高等学校等への進学に向けた学習支援等（以下「つるみ未来塾」という。） 

(2) 高等学校等へ進学した者に対する定着支援、中退防止に資する支援並びに概ね 15 歳から 18

歳のいわゆる「高校生世代」の者に対する居場所の提供及び進路選択に関する情報提供や体験

の機会の提供等、将来の進路の幅を広げるための支援（以下「つるみプラス」という。） 

 (3) 学習習慣を身に着ける必要のある小学生への学習支援（以下「つるみジュニア」という。） 

 

３ 履行期間 

  令和８年４月１日から令和９年３月 31日まで 

 

４ 履行場所 

  開設場所・開設日（令和８年度予定会場） 

(1)  鶴見区福祉保健活動拠点（月曜日）  

     鶴見区鶴見中央 4-37-37 リオベルデ鶴声２階 

(2)  鶴見中央地域ケアプラザ（火曜日、金曜日）  

鶴見区鶴見中央 1-23-26 グレーシアスクエア横浜鶴見 

(3)  鶴見中央コミュニティハウス（木曜日）  

     鶴見区鶴見中央１－３１－２ 

(4)  鶴見公会堂（木曜日）   

     鶴見区豊岡町２－１ 鶴見フーガ１号館 

   木曜日については（３）もしくは（４）の会場で実施する。施設都合等により会場が変更と

なる場合もありうる。なお、鶴見区と協議の上区内の他の場所で実施することも可能とする。 

 

５ 対象者 

  本事業の対象者は、次に該当する者のうちセンター長が受託者と協議の上、支援を必要と認め

る者とする。 

(1) 生活保護世帯及び生活困窮状態にある家庭の中学生 

(2) 生活保護世帯及び生活困窮状態にある家庭の高校生及び高校中退者も含む概ね 15歳から 18

歳のいわゆる「高校生世代」の者 



(3) 生活保護世帯及び生活困窮状態にある家庭の学習習慣を身に着ける必要のある小学生に対す

る学習支援 

(4) １号、２号及び３号の保護者 

(5) その他、鶴見福祉保健センター長（以下、「センター長」）が支援を必要と認める者 

 

６ 委託業務 

事業の実施にあたっては、「鶴見区寄り添い型学習支援事業実施要綱」及び「横浜市寄り添い 

型学習支援事業実施要綱」に基づき、次に掲げる業務を行うこととする。 

 なお、(４)及び(５)に掲げる支援については、一部又はすべてをセンター長と受託者との協議

のうえで実施することができることとする。 

 (1) 「つるみ未来塾」について 

ア  ５(1)に挙げた者を対象とした次に掲げる支援について、原則として教室形式による個

別指導（概ね対象者２名に対し支援スタッフ１名以上）を基本として行う。 

(ｱ) 高校受験のための進学支援 

(ｲ) 学校の勉強の復習・宿題等の習慣づけ 

(ｳ) 基礎的な内容の学び直し 

(ｴ)  将来の選択肢を広げる助言や、自己肯定感を高める関わりを通じて、対象者が安心し

て過ごせる居場所の提供 

   イ  夏休み等長期休暇を利用し本事業の体験学習会を行うこと。 

 ウ  個別の対象者ファイルを作成し、対象者の状況の把握に努めること。必要に応じ、個別

の面談（受託者と対象者の保護者及び対象者）を実施し、対象者の状況の把握に努める

こと。対象者や実施時期については事前に区と協議の上実施すること。 

 エ 見学後や初回利用後には、保護者に感想を求め利用にあたっての不安解消に努め、事業

の安定利用につながるよう助言を行うこと。 

 オ 連絡なく２週間以上連続した欠席が続いた場合、保護者へ状況の確認と利用再開に向け

た助言等を行うこと。 

 カ ウ・エ・オについて、月１回程度行われる受託者と区で行う定例会等で随時区に報告を

行うこと。 

キ  その他、事業の効果が上がるための工夫を適宜行うこと。 

 (2) 「つるみプラス」について 

ア  原則として、５(2)に挙げた者を対象者とし、次に掲げる支援を行う。 

 (ｱ) 高等学校等の定着支援、中退防止のための学習支援及び相談支援 

  (ｲ) 高校生世代に対し、将来の選択肢を広げる助言や、自己肯定感を高める関わりを通じ

て、対象者が安心して過ごせる居場所の提供 

  (ｳ) 将来の進路の幅を広げるための支援については、次に掲げる支援を行うこととし、具

体的な支援内容については、センター長と協議の上、決定する。 

      a  企業での就労体験や大学生との交流会の開催など、将来の進路の幅を広げるための

支援 

      b  家計管理に関する勉強会、身だしなみ講座の開催など、生活スキルを身に着けるた



めの支援 

c  ボランティア参加など、社会性を身に着けるための支援 

イ その他、事業の効果が上がるための工夫を適宜行うこと。 

 (3) 「つるみジュニア」について 

   ５(3)に挙げた者を対象者とし、次に掲げる支援を行う。 

ア 学校の勉強の復習、宿題等の習慣づけ 

イ 将来の選択肢を広げる助言や、自己肯定感を高める関わりを通じて、対象者が安心して

過ごせる居場所の提供 
ウ 夏休み等長期休暇を利用した本事業の体験学習会を行うこと 

(4) 対象者及びその保護者に対する支援 

    鶴見区と協力し、対象者の健全な育成のための相談など教育に係る適切な支援を行うこと。 

 (5) その他の支援 

ア (1)～(4)の実施に伴い、必要に応じて対象者の学習及び健全育成に適した環境づくりの

ための支援を行うこと。また、自らが健康で自立した生活力を育めるよう良い成長モデル

を提供すること。 

イ 本事業を現に利用している又は本事業の利用を検討している又は本事業の利用を中断・

終了した生徒及びその保護者への、家庭訪問等による相談支援 

ウ その他、センター長が必要と認める支援 

(6) 災害発生等のやむを得ない事情により、支援を実施することが困難とセンター長が認める場 

合は、一部又はすべての支援を行わないことができる。 

 

７ 業務の実施日時、休業日等 

(1) 「つるみ未来塾」については、週４回実施し、おおむね午後６時から午後８時に実施するこ

と。なお、1人あたりの学習支援の参加回数は原則として週２回を限度とする。 

(2) 「つるみプラス」については、次に掲げるとおりとする。 

  ア 高等学校等の定着支援、中退防止に資する支援及び居場所の提供は、週２回実施し、火曜

日はおおむね午後３時３０分～午後８時、金曜日はおおむね午後６時から午後８時に実施す

ること。 

  イ 将来の進路の幅を広げるための支援は、原則として年３回程度実施すること。 

(3)  「つるみジュニア」については、週１回、おおむね午後４時４５分から午後５時４５分に実

施すること。 

(4)  (1)～(3)について、区が個別の事情を認めた場合は他の業務の開催時間帯への参加も可能

とする。 

(5)  休業日は原則として、土・日曜、祝日、年末年始（12月 29日から 1月３日まで）とする。 

(6) その他 

ア 令和８年度の「つるみ未来塾」、「つるみプラス」及び「つるみジュニア」の提供は令和８

年４月中に対象者への支援を開始すること。 

イ 具体的な実施日については鶴見区と協議の上、決定すること。 

   ウ 当事業の展開やプログラム進捗状況に応じ、柔軟に運用すること。 



   エ 災害発生等やむを得ない事情により休業等する必要があるとセンター長が認める場合は、

実施日並びに臨時に休業日を定めることができる。 

 

８ 利用者数の目安 

(1) 「つるみ未来塾」における１回あたりの利用者数は、概ね 20名とする。 

(2) 「つるみプラス」における１回あたりの利用者数は、概ね 10名とする。 

(3) 「つるみジュニア」における１回あたりの利用者数は、概ね 10名とする。 

 

９ 事業実施体制の整備 

 (1) 受託者事務所の設置 

    横浜市及び近隣に事業の拠点となる事務所を確保すること。 

 (2) 人員の配置期間は、令和８年４月 1日から令和９年３月 31日までとする。 

 (3) 人員の業務内容及び配置等 

    人員の勤務体制及び業務内容は、次の表を目安とすること。 

 

ア 「つるみ未来塾」 

職種名 主な業務内容 配置目安 

統括責任者 

・事業の責任者 

・区及び他機関との調整 

・その他事業実施上必要な事項 

１名（兼務可） 

コーディネーター 

・会場の運営 

・対象者の状況確認や面談等の実施 

・当日の対象者と支援スタッフとのマッチング 

・学習支援スタッフへのアドバイス 

・対応困難な対象者への対応フォロー 

・個別学習支援記録の作成 

・その他事業実施上必要な事項 

１名以上（兼務

可） 

支援スタッフ（学習

アシスタント） 

・対象者の学習支援 

・個人記録作成 

対象者２名に対

し１名以上 

※対象者の状態

等により事前協

議の上、増減可 

   

 

 

 

 

 

 



 イ 「つるみプラス」 

職種名 主な業務内容 配置目安 

統括責任者 

・事業の責任者 

・区及び他機関との調整 

・下記１１、１２に関する事項 

・その他事業実施上必要な事項 

１名（兼務可） 

コーディネーター 

・会場の運営 

・支援プログラムの運営 

・対象者の状況確認や面談等の実施 

・当日の対象者と支援スタッフとのマッチング 

・学習支援スタッフへのアドバイス 

・対応困難な対象者への対応フォロー 

・個別学習支援記録の作成 

・その他事業実施上必要な事項 

１名以上（兼務

可） 

支援スタッフ（学習

アシスタント） 

・対象者の学習支援 

・個人記録作成 

１日あたり２～

３名※対象者の

状態等により事

前協議の上、増減

可 

 

ウ 「つるみジュニア」 

職種名 主な業務内容 配置目安 

統括責任者 

・事業の責任者 

・区及び他機関との調整 

・下記１１、１２に関する事項 

・その他事業実施上必要な事項 

１名（兼務可） 

コーディネーター 

・会場の運営 

・対象者の状況確認や面談等の実施 

・当日の対象者と支援スタッフとのマッチング 

・学習支援スタッフへのアドバイス 

・対応困難な対象者への対応フォロー 

・個別学習支援記録の作成 

・その他事業実施上必要な事項 

１名以上（兼務

可） 

支援スタッフ（学習

アシスタント） 

・対象者の学習支援 

・個人記録作成 

対象者２名に対

し１名以上※対

象者の状態等に

より事前協議の

上、増減可 

  



(3) その他 

支援スタッフは原則として近隣大学の学生又は地域住民を活用し、対象者の状態等に合わせて

配置の目安にかかわらず弾力的な配置とすることも可能とする。 

 

10 関連事業及び他機関との連携 

  受託者は本事業の実施にあたり、鶴見区との協議のもと、鶴見区又は横浜市が鶴見区内で行う

各種事業や、青少年の自立や健全育成の支援等を目的とした本事業との関連性がみられる取組と

の連携を必要に応じて図ること。 

 

11 情報の取扱いに関する事項 

 (1) 個人情報保護の措置 

    受託者は、横浜市の「個人情報取扱特記事項」を遵守するとともに、同第２条及び第 12 条

の規定に基づき次の取組を行うこと。 

ア 受託者は、契約締結の日から本事業開始日までの期間内に、本事業に携わる業務従事者に

対し、個人情報保護に関する研修を行うこと。また、契約期間の途中で業務従事者が増えた

場合にはすみやかに研修を行うこと。研修後は、「個人情報取扱特記事項」の個人情報保護

に関する誓約書（様式１）及び研修実施報告書（様式２）をすみやかに提出すること。 

   イ 受託者は、本事業に携わる業務従事者に対し、個人情報を適切に扱う旨の誓約書を取り交

わすこと。 

   ウ 作成した対象者の個人ファイルは、横浜市の「個人情報取扱特記事項」に基づき適正に管

理すること。 

エ 受託者及び業務従事者等は、業務遂行にあたり、対象者の世帯について業務上知り得た秘

密及び個人情報を他に漏らさないこと。また、業務に従事しなくなった後においても同様と

すること。 

オ 受託者は、本事業に携わる業務従事者に対し、個人情報の持ち出しの禁止、業務従事者の

個人所有端末に本事業に関する個人情報の保存を禁じること。また業務に従事しなくなった

者に対して、業務用電子機器等個人情報に関わるものを全て速やかに返却させること。 
カ 受託者は、個人情報漏洩のおそれがある事案が発生した場合は速やかにセンター長へ報告

すること。 
 

 (2) 電子計算機により情報を取り扱う場合の措置 

    受託者は、業務の遂行にあたって電子計算機により情報を取り扱う際には、横浜市の「電子

計算機処理等の契約に関する情報取扱特記事項」の規定を遵守すること。 

 

12 対象者の安全を守る取組み 

対象者の安全を守り、安心して事業参加できるよう、統括責任者、コーディネーター及び支援ス

タッフ等は常に次の取組みを行い、内容を遵守すること。 

（1） 令和７年７月 16日付健生支第 1120号横浜市健康福祉局生活支援課長通知「教員による性

的画像撮影事案を踏まえた寄り添い型学習支援事業における対応について」の規定を遵守す



ること。 

(2) 業務の実施にあたり、対象者への身体的な接触を禁じる。ただし、安全確保のために必要

と判断された場合はこの限りではない。 

(3) 対象者との個人間の連絡先等の交換、収集を禁じる。 

(4) 対象者と開催会場以外での面会等を禁じる。ただし家庭訪問や個人面談等事前に区に承認

を得た業務を開催会場以外で実施する場合についてはこの限りではない。 

(5) 受託者は、支援スタッフ等に 12(1)～(4)の内容について研修を実施し遵守の徹底を図るこ

と。 

 

13 事業実施にあたってのその他の確認事項 

(1) 受託者は、事業の実施にあたり、契約書及び運営業務委託仕様書のほか、「鶴見区寄り添い 

型学習支援事業実施要綱」、「横浜市寄り添い型学習支援事業実施要綱」に基づいて行い、あ

わせて関係法令を遵守すること。 

(2) 受託者は、「つるみ未来塾」、「つるみプラス」及び「つるみジュニア」のうち高等学校等の 定

着支援、中退防止に資する支援及び居場所の提供の実施にあたり、毎月７日までに、前月分に

関する事業実績報告書を提出すること。 

(3) 受託者は、「つるみプラス」のうち将来の進路の幅を広げる支援の実施にあたり、支援実施 

前に計画書を提出し、支援実施後に報告書を提出すること。 

 (4) 受託者は、年度末にこの契約の履行に関して完了報告を行うこと。 

なお、完了報告は事業の収支決算報告を含むものとする。 

(5) 受託者は、関係書類及び次に掲げる帳簿等を受託者の事務所内に備え付けるとともに、常時 

記録を保管し、必要に応じて鶴見区に報告すること。 

   ア 契約書及び運営業務委託仕様書（写しも可） 

   イ 会計関係書類 

   ウ 事業計画 

   エ 事業実績記録、統計 

   オ 対象者関係書類 

   カ その他必要書類 

(6) 受託者は、事業の実施にあたり、鶴見区の地域性や福祉施策等の動向に十分配慮すること。 

また、鶴見区と緊密に連絡をとり、対象者及びその保護者への支援方法について必要な見直 

しが図れるよう、両者間で協議すること。 

(7) 当事業に関わる全ての従事者に対し、不祥事防止研修（人権研修・ハラスメント研修・性加

害防止研修等）を年２回以上実施すること。 

 (8) 受託者は、運営業務委託仕様書に記載のない場合であっても、事業の趣旨に照らし必要と認

められる業務については、鶴見区と協議の上、誠実に履行すること。 

(9) 本運営業務委託仕様書の記載事項について疑義が生じた場合は、実施要綱、横浜市契約規則、 

委託契約約款等に定めるほか、鶴見区と受託者は協議すること。 

 

 



14 事業実施に係る経費の算出について 

事業実施に係る経費については、運営業務委託仕様書及び関係書類の内容を踏まえ、受託者が

見積書を作成するものとする。 

 

15 その他 

(1) 受託者は、事業実施上の瑕疵により、対象者とその保護者、及びその他の第三者に損害を与

えた場合には、その損害を賠償するものとする。このため、受託者は傷害保険等必要な保険に

加入すること。 

(2) やむを得ない事情により契約内容を変更せざる得ない場合は、あらかじめ鶴見区と協議す 

ること。  


